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一般社団法人長野県診療放射線技師会 定款 
	 	 

	 第 1章 総則 

  
（名称） 
第１条 本会は、一般社団法人長野県診療放射線技師会

（以下、「本会」という。）と称する。 
（事務所） 
第２条 本会は、主たる事務所を長野県松本市に置く。 
   2 本会は、理事会の決議によって従たる事務所を

必要な地に置くことができる。これを変更又は
廃止する場合も同様とする。 

  
 第２章 目的及び事業 

  
（目的） 
第３条 本会は、放射線の安全で的確な利用を目指し、診

療放射線技術の向上発達を図り、もって公衆衛
生の向上および長野県民保健の維持発展に寄与
することを目的とする。 

（事業） 
第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を

行う。 
（１）診療放射線技術の研究と向上発展に関する事業 
（２）診療放射線利用の啓発に関する事業 
（３）放射線診療の安全確保に関する事業 
（４）診療放射線技師の資質向上と業務環境の整備に関す

る事業 
（５）その他、本会の目的達成に必要な事業 
  

 第３章 会員 

  
（会員の種類） 
第５条 本会は、次の会員をもって構成する。 

（１）正会員は、長野県内に居住し、または勤務す
る診療放射線技師又は診療エックス線技師の
免許証を有し、本会の目的に賛同し入会した
者 

（２）名誉会員は、本会に顕著な功績のあった正会
員で理事会の選考を経たうえ総会において承
認された者 

（３）賛助会員は、本会の目的に賛同し、これを援
助する個人または法人 

   2 本会の社員は、正会員をもって一般社団法人お
よび一般財団法人に関する法律（以下「法人法」
という）上の社員とする。 

（入会） 
第６条 本会に入会しようとする者は、総会において定め

る「入退会等に関する規程」の定めるところによ
り、申し込みを行い、理事会の承認を受けなけれ
ばならない。 

（会費） 
第７条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるた

め、会員は、総会において定める「会費等納入規
程」により会費を納入しなければならない。 

   2 既納の会費は、過払い及び二重払いの場合を除
き、これを返還しない。 

   3 期限までに会費を納入しない場合は、一時的に
会員の日常的な権利（会報等の配布、講習会受講
等の特典など）を停止する。 

（会員の資格喪失） 
第８条 会員が、次に該当する場合は、その資格を喪失す

る。 
 （１）本会を退会した場合 
 （２）死亡し、若しくは失踪宣告を受けた場合 
 （３）２年以上会費等を納入しない場合 
（退会） 
第９条 会員は、「入退会等に関する規程」の定めるとこ

ろにより、何時でも退会することができる。 
（除名） 
第 10 条 会員が次に該当した場合は、正会員の議決権の

３分の２以上の多数により、当該会員を除名する
ことができる。ただし、この場合、会長は総会日
の１週間前までに当該会員に除名の旨を通知し、
総会において、議決の前に弁明の機会を与えなけ
ればならない。 

 （１）本会の定款又は規則に違反した場合 
 （２）本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為

をした場合 
   2 前項により除名が決議されたときは、その会員

に対し、通知するものとする。 
  
 第４章 総会 

  
（構成） 
第 11 条 総会をもって法人法上の社員総会とし、正会員

をもって構成する。 
（権限） 
第 12条 総会は、次の事項を決議する。 
 （１）会員の除名 
 （２）理事及び監事の選任又は解任 
 （３）理事及び監事の報酬等の額 
 （４）会費及び入会金の額 
 （５）定款の変更 
 （６）解散及び残余財産の処分 
 （７）その他総会で決議するものとして法令又は
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この定款で定められた事項 
（開催） 
第 13 条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の２種と

する。 
   2 定時総会は、毎事業年度終了後３ヶ月以内に１

回開催する。 
   3 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開

催する。 
（１）理事会において開催の決議がなされたとき 
（２）総正会員の 10 分の１以上から会議の目的

たる事項及び招集の理由を記載した書面に
より開催の請求があったとき 

（招集） 
第 14 条 総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理

事会の決議に基づき会長が招集する。 
   2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目

的及び審議事項を記載した電子媒体、書面等に
より、少なくとも 15 日前までに会員に通知しな
ければならない。 

   3 会長は、前条第３項第２号の場合には請求のあ
った日から６週間以内に臨時総会を招集しなけ
ればならない。 

   4 前条第３項第２号の開催請求から６週間以内の
日を総会の日とする総会の招集の通知が発せら
れない場合、当該開催請求をした正会員は裁判
所の許可を得て総会を招集できる。 

（議長） 
第 15 条 総会の議長は、当該総会において出席正会員の

中から選出する。 
（定足数） 
第 16 条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開

催することができない。 
（議決権） 
第 17 条 総会における議決権は、正会員１名につき１個

とする。 
（決議） 
第 18 条 総会の決議は、出席した当該正会員の議決権の

過半数をもって行う。 
   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会

員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって
行う。 

 （１）会員の除名 
 （２）監事の解任 
 （３）定款の変更 
 （４）解散 
 （５）その他法令で定められた事項 
   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際し

ては、各候補者ごとに第１項の決議を行わなけれ

ばならない。ただし、理事又は監事の候補者の合
計数が定款第 24 条に定める定数を上回る場合に
は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の
多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するこ
ととする。 

（正会員の議案請求権） 
第 19条 総正会員の議決権の30分の１以上の議決権を有

する正会員に限り、理事に対し、一定の事項を総
会の目的とすることを請求することができる。こ
の場合において、その請求は、総会の日の 6週間
前までにしなければならない。 

（正会員の議案提出権） 
第 20 条 正会員は、総会において、総会の目的である事

項につき議案を提出することができる。ただし、
当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は
実質的に同一の議案につき総会において総正会員
の議決権の 10 分の１以上の賛成を得られなかっ
た日から３年を経過していない場合は、この限り
でない。 

（議案の通知請求） 
第 21 条 正会員は、理事に対し、総会の日の６週間前ま

でに、総会の目的である事項につき当該正会員が
提出しようとする議案の要領を社員に通知するこ
と（法人法第 39 条第２項又は第 3 項の通知をす
る場合にあっては、その通知に記載し、又は記録
すること）を請求することができる。ただし、当
該請求は総正会員の議決権の 30 分の１以上の議
決権を有する社員に限り、請求することができ
る。 

   2 前項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款
に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総
会において総正会員の議決権の 10 の１以上の賛
成を得られなかった日から３年を経過していない
場合には、適用しない。 

（書面表決等） 
第 22 条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知

された事項を書面でもって表決し、又は他の正会
員に表決を委任することができる。 

   2 総会に出席できない正会員は、ほかに定める方
法に従って電磁的に議決権を行使することができ
る。 

   3 第１項、第２項の規定により、行使した表決の
数は出席した正会員として算入する。 

（議事録） 
第 23 条 総会の議事については、法令で定めるところに

より、議事録を作成する。 
   2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名

押印する。 
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 第５章 役員 

  
（役員の設置） 
第 24条 本会に、次の役員を置く。 
 （１） 理事 15 名以上 20 名以内 
 （２） 監事 ２名以内 
   2 理事のうち、１名を会長、２名を副会長とす

る。 
   3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、

副会長をもって法人法上の業務執行理事とする。 
（役員の選任） 
第 25 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任す

る。 
   2 理事会は、代表理事を選定及び解職する。この

場合において、理事会は、社員総会の決議により
代表理事候補者を選出し、理事会において当該候
補者を選定する方法によることができる。 

   3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることが
できない。 

   4 本会の理事のうちには、理事のいずれか１人及
びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、
理事総数（現在数）の３分の１を超えて含まれる
ことになってはいけない。 

   5 本会の監事には、この法人の理事（親族その他特
殊の関係がある者も含む）及びこの法人の使用人
が含まれてはならない。また、各監事は、相互に
親族その他特殊な関係があってはならない。 

   6 他の同一団体（公益法人を除く）の理事又は使用
人である者その他これに準ずる相互に密接な関係
にある者である理事の合計数は、理事総数の３分
の１を超えてはならない。監事についても同様と
する。 

   7 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この
法人に対し、これによって生じた損害を賠償する
責任を負い、この責任はすべての会員の同意がな
ければ、免除することができない。 

（理事の職務及び権限） 
第 26 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で

定めるところにより、職務を執行する。 
   2 会長は、法令及びこの定款で定めるところによ

り、本会を代表し業務を執行する。 
   3 副会長は会長を補佐し、本会の業務を分担執行

する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたと
きは、理事会が予め決定した順序によって、その
業務執行に係る職務を代行する。 

   4 会長、副会長の権限は、理事会が別に定める「職
務権限規程」による。 

   5 会長、副会長は、毎事業年度毎に４ヶ月を越え
る間隔で２回以上、自己の職務執行状況を理事会
に報告しなければならない。 

（監事の職務及び権限） 
第 27条 監事は、次に掲げる職務を行う。 

（１）理事の職務の執行を監査し、法令で定めると
ころにより、監査報告を作成すること。 

（２）本会の業務及び財産の状況の調査をすること、
並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報
告等を監査すること。 

（３）総会及び理事会に出席し、必要があると認め
るときは、意見を述べること。 

（４）理事が不正行為、定款に違反する事実若しく
は著しく不当な事実があると認めるときは、
その旨を総会及び理事会に報告すること 

（５）前号の報告をするため必要があるときは、会
長に理事会の招集を請求すること。ただし、
その請求の日から5日以内に、その請求があ
った日から2週間以内の日を理事会の日とす
る招集通知が発せられない場合は、直接理事
会を招集すること。 

（６）理事が総会に提出しようとする議案、書類そ
の他法令で定めるものを調査し、法令若しく
は定款に違反し、又は著しく不当な事項があ
ると認めるときは、その調査の結果を総会に
報告すること。 

（７）理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令
若しくは定款に違反する行為をし、又はその
行為をするおそれがある場合において、その
行為によって本会に著しい損害が生ずるおそ
れがあるときは、その理事に対し、その行為
をやめることを請求すること。 

（８）その他監事に認められた法令上の権限を行使
すること。 

（役員の任期） 
第 28 条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
総会の終結の時までとする。 

   2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の
残任期間とする。 

   3 理事又は監事は、第 24 条に定める定数に足りな
くなるときは、辞任又は任期が満了後においても、
新たに選任された者が就任するまで、なお理事又
は監事としての権利義務を有する。 

（解任） 
第 29 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任する

ことができる。ただし、監事を解任する場合は、
総正会員の議決権の３分の２以上の多数をもって
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行わなければならない。 
   2 理事又は監事の解任に際しては、解任と同時に

理事又は監事としての権利義務は認めない。 
（報酬等） 
第 30 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤

の理事に対しては、社員総会において定める総額
の範囲内で、社員総会において別に定める「役員
報酬規程」に従って算定した額を報酬等として支
給することができる。 

（取引の制限） 
第 31 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、

その取引について重要な事実を開示し、理事会の
承認を受けなければならない。 
（１）自己又は第三者のためにする本会の事業の部

類に属する取引 
（２）自己又は第三者のためにする本会との取引 
（３）本会が当該理事の債務を保証することその他

理事以外の者との間における本会と当該理
事との利益が相反する取引 

   2 前項の取引をした理事は、当該取引の重要な事
実を理事会に報告しなければならない。 

（顧問） 
第 32 条 本会に任意の機関として、若干名の顧問を置く

ことが出来る。 
   2 顧問は次の職務を行う 

（１）会長の相談に応じること 
（２）理事会から諮問された事項について参考意
見を述べること 

   3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議し、
会長が委嘱する。 

   4 顧問の報酬は、無償とする。 
   5 顧問の任期は、選任した会長の在任期間とする。

ただし、再任は妨げない。 
  
 第６章 理事会 

  
（構成） 
第 33条 本会に、理事会を置く。 
   2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 
（権 限） 
第 34条 理事会は次の職務を行う。 
 （１）本会の業務執行の決定 
 （２）理事の職務執行の監督 
 （３）会長及び副会長の選定及び解職 
   2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務

執行の決定を理事に委任することができない。 
（１）重要な財産の処分及び譲受け 
（２）多額の借財 

（３）重要な使用人の選任及び解任 
（４）従たる事務所その他の重要な組織の設置、

変更及び廃止 
（５）内部管理体制（理事の職務の執行が法令及

び定款に適合することを確保するための体
制その他本会の業務の適正を確保するため
に必要な法令で定める体制をいう。）の整
備 

（６）法人法第 114条第１項の規定による定款の
定めに基づく第111条第１項の責任の免除 

（開 催） 
第 35条 理事会は、３ヶ月に１回以上開催する。 
   2 理事会は次のいずれかに該当する場合に随時開

催する。 
（１）会長が必要と認めたとき 
（２）理事から会議の目的を示して開催の請求が

あったとき 
（３）前号の請求があった日から５日以内に、そ

の請求があった日から2週間以内の日を理
事会の日とする理事会の招集の通知が発せ
られない場合に、その請求をした理事が招
集したとき 

（４）第 27 条第５号の規定により、監事から招
集の請求があったとき又は監事が招集した
とき 

（招集） 
第 36 条 理事会は会長が招集する。ただし、前条第２項

第３号、第４号の場合は当該理事又は監事が招集
する。 

   2 会長は前条第２項第２号または第４号による請
求があった日から５日以内にこの請求があった日
から２週間以内の日を理事会とする理事会招集の
通知を発し、理事会を招集しなければならない。 

   3 理事会の招集は、開会の日の１週間前までに、
文書をもって会議の目的たる事項及びその内容並
びに日時及び場所を通知しなければならない。 

   4 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、
各理事が理事会を招集する。 

（議長） 
第 37 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、

会長に事故あるときは、あらかじめ理事会におい
て定めた順序による理事がこれに当たる。 

（定足数） 
第 38 条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会

することができない。 
（決議） 
第 39 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係

を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その
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過半数をもって行う。 
   2 理事が、理事会の決議の目的である事項につい

て提案した場合において、当該提案について決議
に加わることができるすべての理事が書面又は電
磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の理事会の決議があったも
のとみなすものとする。ただし、監事が異議を述
べたときは、その限りでない。 

（議事録） 
第 40 条 理事会の議事については、法令の定めるところ

により、議事録を作成する。 
   2 当該理事会に出席した会長及び監事は前項の議

事録に記名押印する。 
（委員会） 
第 41 条 本会は、業務運営上必要と認めるときは、理事

会の決議により、委員会を設置することができ
る。 

   2 委員会の委員は、理事会において選任及び解任
する。 

   3 委員会は、その目的に関する検討結果を理事会
に報告しなければならない。 

   4 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項
は、理事会において定める「委員会設置規程」に
よる。 

  
 第７章 支部 

  
（支部の設置） 
第 42 条 本会に会務連営の円滑をはかるため、次の支部

を置く。 
      東信支部 
      北信支部 
      中信支部 
      南信支部 
   2 支部に支部長、その他の支部役員を置く。 
   3 前項に定めるもののほか、支部に関し必要な事

項は、理事会において別に定める。 
   
 第８章 財産及び会計 

  
（財産の構成） 
第 43 条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成す

る。 
 （１）入会金及び会費 
 （２）寄附金品 
 （３）財産から生じる収入 
 （４）事業に伴う収入 
 （５）その他の収入 

   2 本会の資産は、会長が管理し、処分するときは、
あらかじめ理事会の承認を要する。 

（財産の管理・運用） 
第 44 条 本会の財産の管理・運用は、会長が行うものと

し、その方法は、理事会の決議により別に定める
「財産管理規程」によるものとする。 

（権利行使の制限） 
第 45 条 本会は保有する株式について、その株式の発行

会社に対して株主等としての権利を行使する場合
には、次の場合を除き、権利の行使又は権利行使
の請求をしてはならない。 

 （１）配当の受領 
 （２）無償新株式 
 （３）株主配当増資への応募 
 （４）株主宛配布書類の受領 
（事業年度） 
第 46 条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年

３月 31日に終わる。 
（事業計画及び収支予算） 
第 47 条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎

事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、
理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければ
ならない。これを変更する場合も、同様とする。 

   2 前項の書類については、主たる事務所に、当該
事業年度が終了するまでの間備え置くものとす
る。 

（事業報告及び決算） 
第 48 条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年

度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査
を受けた上で、理事会の承認を受けなければなら
ない。 

 （１）事業報告書 
 （２）事業報告の附属明細書 
 （３）貸借対照表 
 （４）損益計算書（正味財産増減計算書） 
 （５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減

計算書）の附属明細書 
   2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第

3 号及び第 4 号の書類については、定時総会
に提出し、第１号については、その内容を報
告し、その他の書類については承認を受けな
ければならない。 

   3 第１項の書類のほか、監査報告書を主たる事務
所に５年間備え置くとともに、定款、会員名簿を
主たる事務所に備え置くものとする。 

   4 本会は、定時総会終結後遅滞なく、貸借対照表
を公告するものとする。 

（一時借入金） 
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第 49 条 本会は、その予算内の支出をなすため必要があ
るときは、一時借入金をすることができる。ただ
し、この借入金は、その事業年度内の収入をもっ
て償還するものに限る。 

（会計原則等） 
第 50 条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる法

人の会計の慣行に従うものとする。 
   2 本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会に

おいて定める「会計事務取扱規程」によるものと
する。 

  
 第９章 定款の変更、合併及び解散 

  
（定款の変更） 
第 51 条 この定款は、総正会員の議決権の３分の２以上

の議決により変更することができる。 
（合併等） 
第 52 条 本会は、総会において総正会員の議決権の３分

の２以上の議決により、他の法人法上の法人との
合併及び事業の全部又は一部の譲渡をすることが
できる。 

   2 本会が前項の合併又は譲渡をしようとするとき
は、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければ
ならない。 

（解散） 
第 53 条 本会は法人法第 148 条の事由によるほか、総会

において総正会員の３分の２以上の議決により解
散する。 

（残余財産の処分） 
第 54 条 本会が清算をする場合において有する残余財産

は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体
又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律第５条第 17 号に掲げる法人に贈与する
ものとする。 

（剰余金の処分制限） 
第 55 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができ

ない。 
  
 第 10章 公告 

  
（公告の方法） 
第 56 条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい

場所に掲示する方法により行う。 
  
 第 11章 事務局  

  
（事務局） 
第 57条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。 

   2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 
   3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免す

る。 
   4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理

事会の決議を経て、会長が別に定める。 
（備付け帳簿及び書類） 
第 58 条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備え付

けておかなければならない。 
 （１）定款 
 （２）会員名簿および会員の異動に関する書類 
 （３）理事、監事および職員の名簿及び履歴書 
 （４）許可、認可等および登記に関する書類 
 （５）定款に定める機関の議事に関する書類 
 （６）その他、この定款に定める書類 
  
 第 12章 補則 

  
（委任） 
第 59 条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必

要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定
める。 

  
 附 則 
   1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律第121条第１項において読み替え
て準用する同法第106条第１項に定める一般法人
の設立の登記の日から施行する。 

   2 本会の最初の会長は中沢利隆とする。 
   3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及

び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律第121条第１項において読み替えて準用する同
法第106条第１項に定める特例民法法人の解散の
登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第
46 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前
日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業
年度の開始日とする。 
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総会運営規程 
第 1章 総 則 

（目的） 
第１条 この規程は、一般社団法人長野県診療放射線技師

会（以下「本会」という。）の総会運営を民主的に
能率よく運営することを目的とする。 

 
第２章 総会運営委員会 

（委員会の設置） 
第２条 前条の目的を達成するために、総会運営委員会を

設置する。 
（委員会の構成） 
第３条 総会運営委員会は、各支部 1 名の委員を選出して

構成し、委員長は互選とする。 
２ 役員及びその立候補者は、総会運営委員にはなれ

ない。 
（委員会の職務） 
第４条 総会運営委員会は、総会の付託に基づいて次の事

項を審議し、その結果を総会にはかり、承認を得
たうえで次の職務を行う。 
（１）議事日程及び進行について 
（２）総会出席会員の資格審査 
（３）議長団の選出手続 
（４）議場混乱のときの収拾 
（３）その他、総会運営について必要な事項 

（委員の任期） 
第５条 委員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時
までとする。 

 
 第３章 総会の運営 
（統制） 
第６条 会員は、議長の統制に服し、その許可を得て発言

する。 
  ２ 会員は、会議の開会時刻を守るとともに閉会以前

に退席しようとするときは、議長の許可を得る。  
（審議） 
第７条 議案は、原則として１件ずつ審議される。 
（公開性） 
第８条 議事は、公開される。ただし、議長は議長の指示

に従わず、議事の運営、進行に支障があると認め
た傍聴者を退場させることができる。 

（総会の通知） 
第９条 会長または法令上、招集権限を持つものは、定款

第 16 条に基づき、総会を招集するときは、会議
の日時、場所、目的及び審議事項を記載した電子
媒体、書面などにより、少なくとも 15 日前まで
に正会員に通知しなければならない。 

  
 第４章 議長及び職員  
（議長・職員） 
第 10条 総会は、議事運営のため議長２名と書記２名、採

決係若干名、会場整理係若干名の総会職員を置
く。 

   2  議長は、総会に出席した正会員から選出され
る。 

   3  総会職員は、議長が指名し、総会の承認を得
る。 

（職務） 
第 11条 議長は，議事を統括し、及び議場の秩序を保持し

議場の整理を行うために、自ら不偏不党かつ公正
な立場を深く理解し、これを行うものとする。 

  ２ 議長は、総会で承認された議事日程を遵守するも
のとする。  

  ３ 総会運営委員長は、第１条に定める目的を遂行す
るために議長に対して必要に応じ、助言及び指導
を行うことができるものとする。  

（業務） 
第 12条 書記は、議長と総会運営委員会の指示によって、

総会事務を処理する。 
  ２ 採決係は，採決の結果を集計する。  
  ３ 会場整理係は，場内外の整理にあたる。  
  
 第５章 議   事 
（議事内容） 
第 13条 発言ないし動議は，上程されている議題に関係し

たものでなければならない。 
  ２ 動議の提案がなされたときは、議長は、会議には

かり、その採否を決めなければならない。  
（拒否と異議） 
第 14条 議長は、前条の定めにかなっていない発言ないし

動議を、拒否することができる。 
  ２ この議長の措置に対し不満の者は，総会運営委員

会を経て，異義を申立てることができる。ただし、
この申立ては、出席している会員の 10％以上の
支持者を必要とする。  

  ３ 前項の異議申し立てが総会運営委員会において受
理された場合、議長は第 13 条第２項に従って処
理しなければならない。 

  
 第６章 採   決 
（採決の宣言） 
第 15条 議長は、採決しようとする議案の内容と採決の方

法を明瞭に会議に告げ、その確認を得たうえで採
決に入ることを宣言する。 

  ２ 採決宣言後は、その採決の完了まで、緊急事態の
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発生を除いては、正会員の発言を一切認めない。  
（採決の方法） 
第 16条 採決の方法は、挙手、起立、記名及び無記名投票

の４種とし議長は、その運用しようとする方法を
会議にはかって採決する。ただし、その採決の方
法は挙手による。 

（採決の順序） 
第 17条 採決の順序は、原則として原議案に対する賛成、

否決、保留の順序で行う。 
  ２ 採決の結果が議決権の過半数を得た場合、以降の

採決を省略することができる。 
（更生） 
第 18条 会員は、すでに行われた表決の更生を求めること

はできない。 
  
 第７章 雑   則 
（規程の改廃） 
第 19条  本規程の改廃は、総会の議決によるものとす

る。 
（委任） 
第 20条  この規程の定めるほか必要な事項は、理事会に

諮り、これを定める。 
 
 
 

組織規程 
 第１章 総  則  
（目 的） 
第１条 この規程は、一般社団法人長野県診療放射線技師

会（以下「本会」という。）定款第２条に定める
目的を達成するために組織の運用に必要な事項を
定める。 

  
 第２章 構 成  
（総会及び理事会） 
第２条 総会は本会の最高議決機関であり、その運営は定
款の定めるところによる。 

  ２ 理事会は、総会の決議に従い、会務全般の実務に
関して決議する。その運営は定款の定めるところによる。 

（運営会議） 
第３条 運営会議は、本会の業務執行の方向性を提示し、

各委員会間の連携を図り、本会の円滑な事業遂行
を目的として設置する。 

  ２ 運営会議は会長が招集する。 
  ３ 運営会議の構成は、その開催目的に応じて会長が
定める。ただし、議長は会長が務める。 
（支 部） 
第４条 定款第 47条に定める支部は、本会の運営及び事業

執行を分掌する。 
  ２ 支部の運営は、支部規程及び各支部規約に従う。 

（委員会） 
第５条 本会は、会務運営上必要あるときは委員会をおく

事ができる。 

  ２ 委員会は、その目的を冠して「○○委員会」とい
う。 

  ３ 委員会の設置、改廃は、理事会の承認を必要とす
る。 

  ４ 会長は委員会を統括するために常務理事を任命す
る。 

  ５ 委員会の設置・運営は委員会設置規程及び各委員
会規約に従う。 

（事務局） 
第６条 定款第 57条に定める事務局は、本会の運営及び事

業執行にともなう諸事務を行う。 

  ２ 会長は事務局を統括するために総務理事を任命す
る。 

 

 第３章 事 務 局  
（機 能） 
第７条 事務局は、本会の事務所内に設置する。 

  ２ 定款及び諸規程に規定される書類・諸帳簿等の備
付あるいは保管に関することは、事務局において
これを行う。  

（事務局長） 
第８条 定款第 56 条に定める事務局長は、会長が任免す

る。 

  ２ 事務局長は、諸会議において議長の指名及び許可
を得て意見を述べることができる。 

  
 第４章 雑  則   
（規程の改廃） 
第９条 本規程の改廃は、総会の議決によって行う。 
（委 任） 
第 10条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮

り、これを定める。 
 
 附則 
１．この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第 106 条第１項に定める公益法人の設立の登記の日か
ら施行する。 
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入退会等に関する規程 
第１章	 総則 

（目的）  
第１条 この規程は、一般社団法人長野県診療放射線技師

会（以下、「本会」という）の会員の入退会に関す
る手続きについて必要事項を定めることを目的と
する。 

 
第２章 細則 

（会員） 
第２条 本会に入会しようとする者は、本会の目的に賛同

した診療放射線技師及び本会を援助する個人又は
法人とする。 

２ 本会に入会しようとする診療放射線技師は、勤務
する場所又は居住地が長野県内に有する者とする。
ただし、特別事情のある者で、会長が認めた場合
はこの限りではない。 

（入会） 
第３条 本会に新入会及び再入会を希望する者は、所定の

入会申込書に当該年度の会費等を添えて会長に提
出するものとする。但し、定款第８条第３号によ
る者は、過去の未納会費を納入しなければならな
い。 

（入会の可否） 
第４条 理事会は、入会申込書に基づいてその諾否を審査

し、入会の承認を決定する。 
２ 入会を否認したときは、その理由を付して支部及

び本人に通知しなければならない。 
（会員籍の登録） 
第５条 会長は、入会を承認したときは会員原簿に登録す

るとともに、すみやかに支部及び本人に登録年月
日および会員番号を通知しなければならない。 

（会員資格） 
第６条 会員としての資格は、理事会の承認した日に始ま

り資格喪失及び除名した日に終わる。 
（変更の届出） 
第７条 会員は、入会申込書記載の住所、氏名、勤務先に

変更を生じたときはすみやかに事務局へ届け出な
ければならない。 

（退会） 
第８条 会員が退会しようとするときは、文書によって会

長に申し出なければならない。 
  ２ 会長は、退会届を受けて当該会員を会員原簿から

抹消するとともに、支部にその内容を通知しなけ
ればならない。会員がその資格を喪失した場合も
同様とする。 

  ３ 会員原簿から抹消するにあたり、未納会費がある
場合は全額を納入することを要する。 

（除名） 
第９条 会長は、定款第 10条の規定により除名となった会

員を会員原簿から抹消する。 
  ２ 除名になった会員に未納会費がある場合は、全額

を納入することを要する。  
（改廃） 
第 10条 この規程の改廃は、理事会の決定を経て総会の承

認を得るものとする。 
（委任） 
第 11条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮

り、これを定める。 
 
 
 

会費等納入規程 
第 1章 総則 

（目的） 
第１条 この規程は、一般社団法人長野県診療放射線技師

会（以下、「本会」という）の会費等納入の手続き
について定める。 

（会費等の額） 
第２条 会費は次のとおりとする。 

正会員 12,000 円（年額） 
賛助会員（個人） 10,000 円（年額） 
賛助会員（法人） 20,000 円（年額） 

  ２ 入会金は、当面の間これを徴収しない。 
 

第 2章 細則 
（会費納入期限）  
第３条 会費は当該年度当初に納入するものとし、会費納

入期限を当該年度の９月 30日とする。 
２ 新入会員、再入会員及び転入会員は、前条の会費

を入会時に納入しなければならない。但し、本会
に転入した会員で前籍の都道府県放射線技師会に
おいて当該年度会費を納入した者は、その年度に
限り会費を免除することができる。 

３ 納入期限までに会費納入が履行されなかった場合、
会費請求を再送付するものとする。ただし、その
事務手数料は当該会員の負担とする。 

（会費の納入方法） 
第４条 会費の納入は、理事会で定めた方法に従う。 
（名誉会員の会費） 
第５条 名誉会員は、会費を納めることを要しない。 
（会費免除） 
第６条 会員で、病気療養期間が 1 年以上にわたる者は、

本人の申し出により理事会の議決を経て２年を限
度として本会会費を免除することができる。 

２ 本会において 30年以上在籍し、かつ、65歳以上
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の者は、その旨を申請することにより翌年度以降
の会費を終身にわたって免除されるものとする。 

３ 育児休暇・介護休暇・海外勤務等やむを得ない事
情により１年以上連続して休暇を取る場合には、
本人の申請により理事会の議決を経て、翌年度の
会費免除の取り扱いを受けることができる。 

４ 本条に定める免除者の対象は、過去の会費納入が
適正に納められている場合に限る。 

（改廃） 
第７条 この規程の改廃は、理事会の決定を経て総会の承

認を得るものとする。 
（委任） 
第８条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮

り、これを定める。 
 
  附則 
１．	 第６条第２項の適用にあたっては、社団法人長野

県放射線技師会に在籍した期間を本会に在籍し
た期間と見なすものとする。 

２．	 本会に転入した会員で前籍の都道府県放射線技
師会の在籍期間を合算することによって第６条
第２項相当の要件を満たす場合は、理事会の決議
によって適用することができる。 

 
 
 
 

役員選出規程   
第 1章 総則 

（目的） 
第１条 この規程は、一般社団法人長野県診療放射線技師

会（以下「本会」という。）の役員選出の手続きに
ついて定める。 

 
第２章 選挙管理委員会 

（担当する委員会） 
第２条 役員選出の事務処理は、選挙管理委員会が担当す

る。 
（委員会の構成） 
第３条 選挙管理委員会は、各支部 1 名の委員を選出して

構成し、委員長は互選とする。 
２ 役員及びその立候補者は、選挙管理委員にはなれ

ない。 
（委員会の職務） 
第４条 選挙管理委員会は、役員選出において次の職務を

行う。 
（１）役員立候補の告示 
（２）役員の立候補届の受理、資格審査、侯補者の

告示 
（３）理事就任の同意 
（４）その他選挙管理に必要な事項 

  ２ 選挙管理委員会は、一般社団法人日本診療放射線
技師会の代議員選出選挙の選挙事務を行う。 

（委員の任期） 
第５条 選挙管理委員の任期は２年間とする。 
  ２ 委員の選任及び解任は定時総会終了をもって行う。 
 

第３章 役員の選出 
（役員の選出時期） 
第６条 役員の選出は、２年毎の定時総会において実施さ

れる。 
（役員の区分） 
第７条 選出される役員は、次に区分される。 
    （１）理事 
    （２）支部理事 
    （３）監事 
  ２ 総会で選出された理事・支部理事のうち、１名を

会長候補理事、２名を副会長候補理事として選出
することができる。 

  ３ 会長、副会長は理事会において選出されるが、そ
の際、総会で決議された会長候補理事、副会長候
補理事の決議を尊重するものとする。 

（立候補の届出） 
第８条 役員に立候補しようとする者又は推薦しようとす

る者は、支部の承認若しくは推薦を得て選挙管理
委員会に届けでる。ただし推薦届の場合には本人
の同意を必要とする。 

２ 立候補者又は推薦の届出締切は、役員選出が実施
される年の４月１日までとする。 

（決議の方法） 
第９条 理事および監事は、立候補届のあった者について

総会の有効議決数のうち、高議決数を得た順から
選出される。 

  ２ 支部理事は、総会の有効議決数の過半数の議決を
要する。 

  ３ 理事議決を得たものの中から、会長候補理事およ
び副会長候補理事を選出する事ができる。 

（一括選出） 

第 10条 役員選出において、締切日を経過しても候補者が
役員定数を超えないときは総会において候補者
を一括して議決することができる。 

（会長・副会長等の選出） 
第 11条 総会において選出された理事は、総会終了後直ち

に理事会を開催し、会長・副会長および常務理事、
総務理事を選出するものとする。 
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第４章 改廃 
（改廃） 
第 12条 この規程の改廃は、理事会の決定を経なければな

らない。 
（委任）  
第 13 条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮

り、これを定める。 
     

附則 
   1  この規約は、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律第106条第１項に定める公益法人
の設立の登記の日から施行する。 

 
 
 

役員報酬等並びに費用に関する規程  
第１章	 総則 

（目 的） 
第１条 この規程は、一般社団法人長野県診療放射線技師

会（以下「本会」という。）の理事及び監事（以
下「役員」という。）の報酬等の支給並びに役員
の費用弁償について定めることを目的とする。 

（報酬等の区分） 
第２条 役員の報酬は、原則無償とする。 
  ２ 役員が事業執行のために支出した経費は、「会計

事務取扱規程」によって処理される。 
  ３ 役員の旅費は、「旅費規程」によって処理される。 
 

第２章	 役員の報酬等 
（報酬の支給） 
第３条 役員の報酬は、原則無償とする。ただし、特別の

事情がある場合は、総会の議決を経て、それぞれ
の役員に報酬を支給する事ができる。 

（報酬額の制限） 
第４条 役員の報酬の総額は１会計年度につき予算総額の

10％を超えてはならない。 
（報酬額の算定） 
第５条 会員が役員に就任した場合の報酬は、別表１の時

間給に業務に従事した時間を乗じた額とする。 
  ２ 会員外の役員の報酬額は、年俸制とし、その額は

理事会の承認を必要とする。 
（業務時間） 
第６条 業務に従事した時間は、当該理事の申請により、

会長の承認を経て決定する。 
  ２ 業務時間の申請は、当該月の翌月 2 日までとし、

それ以降の申請は認めない。 

  ３ 業務した場所までの移動時間は、業務時間に含め
ない。 

（報酬の支給） 
第７条 会員役員の報酬は、当該月の翌月 20 日までに支

給する。 
  ２ 会員外の役員の報酬は、9 月と 3 月に第 5 条第 2

項で規定した額の 2分の 1を支給する。 
  
 第３章 雑則 
  
（改廃） 
第８条  この規程の改廃は、総会の議決によるものとす

る。 
（委任） 
第９条  この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に

諮り、これを定める。 
 
附則 

   1  この規約は、一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律第106条第１項に定める公益法人
の設立の登記の日から施行する。 

別表 1 

 
 
 
 

委員会設置規程 
 第１章 総  則  
（目的） 
第１条 この規程は、一般社団法人長野県診療放射線技師

会（以下「本会」という。）定款第 41条の定めに
より委員会の設置・運営に必要な事項を定める。 

  
 第２章 委員会の運営  
（区分） 
第２条 委員会は、独立委員会と常設委員会及び特別委員

会に区分される。 
  ２ 独立委員会には次の委員会を区分する。 

（１）選挙管理委員会 
（２）総会運営員会 

  ３ 独立委員会の委員選出には、理事会は関与しな
い。 

対象 時間給 

会員役員 
長野県が定める最低保証賃金に 100円
を加えた額 
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  ４ 常設委員会は、総会で決議された事業を執行する
ために理事会において設置される。 

  ５ 特別委員会は、会長が必要と認めた場合に設置す
ることができる。 

  ６ 前項の規定に関わらず、理事５名以上の発議をも
って特別委員会を設置することができる。 

（任務） 
第３条 委員会は、会務運営を円滑に行うため調査、審議

または立案してこれを実行する。 
（構成） 
第４条 委員会は、委員長および副委員長１名、並びに委

員若干名をもって構成する。 
  ２ 委員長は、特別事項の調査審議および立案にあた

り、必要と認めるときは、委員会に参事をおくこ
とができる。 

  ３ 委員長、参事の任免は会長がこれを行う。ただし、
第２条第６項の規定によって設置された委員会に
おいては発議した理事によってこれを行う。 

（委員会の開催） 
第５条 委員会の開催日時および場所は、委員長がこれを

定める。 
  ２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催す

ることができない。 
（議 決） 
第６条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって

議決する。可否同数のときは、委員長がこれを決
定する。 

  ２ 参事は議決に加わることはできない。 
（報告） 
第７条 委員会は、年度末に付議された事項及び事業報告

と次年度事業計画を作成し、これを会長に提出し
なければならない。 

（委任） 
第８条 その他必要事項は、委員会毎に別に定める。 
  
 第３章 雑  則   
（規程の改廃） 
第９条 本規程の改廃は、理事会の議決によって行う。 
（委任） 
第 10条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮

り、これを定める。 
 
 附則 
   1  この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律第106条第１項に定める公益法人
の設立の登記の日から施行する。 

 
 

学術・教育委員会規約 
第１章 総則 

（設置） 

第１条 この規約は、一般社団法人長野県診療放射線技師
会（以下「本会」という。）組織規程第５条に基
づき、委員会設置規程第２条の常設委員会として
学術・教育委員会（以下「委員会」という。）を
設置する。 

（目的） 
第２条 委員会は定款第３条を達成するために、診療放射線
技術の向上・発展を目的とする。 
 
 第２章 細則 
（構成） 
第３条 委員会は以下の通り構成される。 

（１）	 委員長 １名（学術教育担当理事） 
（２）	 副委員長 １名（学術教育担当理事） 
（３）	 委員 ２名（学術教育担当理事） 

８名（各支部２名選出） 
  ２ 会長は理事会の承認を得て委員を委嘱する。欠員が

生じた場合も同様とする。 
  ３ 必要に応じて参事を置く。 
（運営） 
第４条 委員会の運営は本会組織規程に従い、その他必要な

事項は常務理事と協議により決する。 
(任期) 
第５条 委員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 
  ２ 欠員補充により委員に任命された者の任期は前任者

の残任期間とする。 
（業務） 
第６条 委員会は第２条の目的を達成するために次の事業を

行う。 
  ２ 講習会、研修会の企画および県学術大会への支援 
  ３ 公益社団法人日本診療放射線技師会及び関東甲信越

診療放射線技師会の学術大会研修会、講習会等の開
催及び協力支援 

  ４ 県学術大会における研究発表者の優秀演題賞を決定
する。 

   ５ 助成事業における調査・調整及び提言を行う。 
  ６ その他、学術及び教育に関すること。 
（事業計画） 
第７条 学術委員会は、学術ならびに教育研修事業の年度計

画立案を行い、理事会に報告し承認を得る。 
（規約の変更） 
第８条 この規約の改廃は理事会の議決によって行う。 
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附則 
   1  この規約は、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律第106条第１項に定める公益法人
の設立の登記の日から施行する。 

 
 
 
 

倫理委員会規約 
第１章 総則 

（設置） 

第１条 この規約は、一般社団法人長野県診療放射線技師
会（以下「本会」という。）組織規程第５条に基
づき、委員会設置規程第２条の特別委員会として
倫理委員会（以下「委員会」という。）を設置す
る。 

（目的） 
第２条 委員会は定款第10条の適用にあたり、その妥当性を
審議することを目的とする。 
 
 第２章 細則 
（構成） 
第３条 委員会は以下の通り構成される。 

（１）委員長 １名（会長） 
（２）副委員長 ２名（副会長） 
（３）委員  １名（常務理事） 

若干名（名誉会員） 
  ２ 前項に関わらず、当該会員は委員になることができ

ない。 
（運営） 
第４条 委員会を設置した時は、設置期間を明示して設置さ

れる。 
  ２ 委員会の運営は本会組織規程に従い、その他必要な

事項は委員会で協議して決する。 
（任期) 
第５条 委員の任期は委員会の設置期間とする。 
（業務） 
第６条 委員会は第２条の目的を達成するために可能な限り

の情報を収集し、当該会員の処遇について審議する。
ただし、当該会員には弁明の機会を与えなければな
らない。 

  ２ 当該会員に非があると認められる場合は、以下の処
遇を理事会に報告するものとする。 

 （１）定款第７条第３項に準じる一時的な会員権利
の停止 

（２）退会勧告 
（３）除名勧告 

（処分の決定） 
第７条 理事会は委員会の報告を基づき、当該会員の処分を

決定し、定款やその他の規程に則り事案の処理を行
うものとする。 

  ２ 理事会は前項の決定を決議された日から一週間以内
に当該会員に通知するものとする。 

（規約の変更） 
第８条 この規約の改廃は理事会の議決によって行う。 
 

附則 
   1  この規約は、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律第106条第１項に定める公益法人
の設立の登記の日から施行する。 

 
 

支部規程 
第 1章 総則 

（目的） 
第１条 この規程は、一般社団法人長野県診療放射線技師

会（以下、「本会」という）における支部の運営に
関して定め、研修会、懇談会等を通じ支部会員相
互の連携をはかるとともに、本会の事業が活発に
展開することを目的とする。 

 
第 2章 組織 

（支部組織） 
第２条 支部には支部長と若干名の支部役員を置き、その

運営に当たる。 
２ 支部長は、支部理事として理事会に出席するもの
とする。 

３ 支部長は、支部役員と共に支部役員会を組織し、
支部で展開する事業について企画･運営を担当す
る。 

（支部理事） 
第３条 支部理事の選出方法は、支部内の協議または選挙

により自主的に行うものとする。 
２ 支部理事の選出は、少なくとも通常総会の 10日前

までには終了するものとし会長に届け出るものと
する。 

３ 支部理事が任期中に転勤、退職等により所属の支
部を離れたときは、支部内協議のうえ留任又は退
任を決めるものとする。 

（支部役員） 
第４条 支部役員は、支部長の指名または会員の推薦によ
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り選出し、会長が委任する。 
  ２ 支部長および支部役員の任期は２年とし、再任は

妨げない。 
（会員の所属）  
第５条 会員の所属する支部は、原則としてその勤務先所

在地の支部とする。 
（支部総会） 
第 6 条 支部長は、所属する支部会員で構成する支部総会

を毎年１回開催する。 
２ 支部総会では次年度の事業計画を作成する。 
３ 支部役員の改選期には次期支部役員の選出を行う。 

 
 第３章 運営 
（事業計画） 
第７条 支部長は毎年、事業計画を作成し、理事会に報告

するものとする。 
２ 理事会は支部の報告を基に事業計画案を作成し、総

会にはからなければならない。 
（事業報告） 
第８条 支部長は、事業実施後速やかに事業報告を理事会

に提出するものとする。 
  ２ 理事会は支部の報告を基に事業報告書を作成し、

総会に報告しなければならない。 
（支部予算） 
第９条 支部予算額は、９月 30日現在の当該支部の会費納

入者数を元に算出する。 
  ２ 経理担当理事は、毎年度当初月には相当額の事業

費を各支部に配分する。 
  ３ 経理担当理事は、毎年度 10月には第 1項の規定に

従い、支部予算を配分する。 
  ４ 支部長は、毎年度末における支部予算の残余額を

経理担当理事に報告し、清算を行う。 
 

第４章 補則 
（委任） 
第 10条 その他必要事項は、支部毎に別に定める。 
（改廃） 
第 11条 この規程の改廃は、理事会の決定を経なければな
らない。 
 

附則 
   1  この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律第106条第１項に定める公益法人
の設立の登記の日から施行する。 

 
 

 

北信支部規約 
第１章 総則 

（名称） 
第１条 この支部は一般社団法人長野県診療放射線技師会

北信支部（以下「本支部」という。）という。 
（目的） 
第２条 本支部は一般社団法人長野県診療放射線技師会

（以下「県技師会」という。）の事業執行を補佐
し、定款に定める事業が効率的に実施されること
を目的とする。 

（事業） 
第３条 県技師会が企画立案する事業のほか、定款に定め

る目的を達成するために本支部独自の事業を展開
することができる。 

（支部事務局） 
第４条 本支部の事務処理を行うために支部事務局を置く。 

 
第２章 支部会員 

（支部会員） 
第５条 本支部に登録されている県技師会の正会員を支部

会員という。 
２ 支部賛助会員は、県技師会賛助会員に準じるも

のとする。 
 

第３章 支部役員 
（支部役員） 
第６条 本支部に次の役員をおく。 

支部長     １名 
副支部長    １名 
幹事      ２名（総務１名、会計１名） 
支部学術委員   若干名 
支部編集委員   若干名 
会計監査員    １名 

  ２ 支部長は県技師会の支部理事を兼任する。 
（支部役員の任命） 
第７条 前条の支部長は、前支部長が任命する。 

２ 前条の支部役員（支部長除く）は、支部長が任命
する。 

３ 支部役員候補者は、支部会員であることを要す
る。ただし、支部長候補者は、県技師会の役員
選出規程の規定に従うものとする。 

（任期） 
第８条 支部役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げ

ない。 
  ２ 支部役員が任期途中に他の支部に異動になった場

合は、当該支部と県技師会との協議により任期
終了時まで在任することができる。 
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３ 支部役員に欠員が生じた時は、支部長は支部役
員の同意を得て交代役員を指名することができ
る。ただし、任期は前任者の残任期間とする。 

（支部役員の業務） 
第９条 支部役員は以下の業務を行う。 

（１）支部長は支部を代表し、支部を統括すると
共に事業の執行にあたる。 

（２）副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故
あるときはその職務を代行する。  

（３）幹事総務および会計は、事業の執行と業務
の処理を行う。 

（４）支部学術委員は、支部学術大会、研究会等
の企画、実施をする。 

（５）支部編集委員は支部機関紙「北斗」を編集、
発行する。 

（６）会計監査員は、支部会計財務を監査する。 
 
第４章 支部会議 

（会議の種類） 
第 10 条 会議は、支部総会及び支部役員会の２種とす

る。 
   ２ 会議は支部長が召集するものとする。 
   ３ 総会は通常支部総会と臨時支部総会に分け、通

常支部総会は毎年１回開催し、臨時支部総会及
び役員会は随時必要なときに開催する。 

   ４ 臨時支部総会は、規約改正のほか、会員承認を
要する事項を審議する。 

   ５ 支部長は、支部会員の 10 分の１以上の要求が
あった場合、又は、支部役員会が必要と認めた
時は、臨時支部総会を召集しなければならな
い。 

（会議の構成） 
第 11条 会議の構成は以下のとおりとする。 

（１）支部総会は支部会員をもって構成する。 
（２）支部役員会は支部役員をもって構成する。 

（会議の議長） 
第 12 条 通常支部総会及び支部役員会の議長は、総務又

は支部長がそれにあたる。ただし、臨時支部総
会の議長は出席した会員の中より選出され、承
認された者がそれにあたる。 

（臨時支部総会及び支部役員会の成立と議決） 
第 13 条 臨時支部総会及び支部役員会は、その会議を構

成する支部会員または支部役員の２分の１以上
（委任状を含む）の出席を要し、議決はその有効
投票数の過半数をもって決する。ただし、可否
同数のときは議長が決める。 

   ２ 規約改正の議決は前項の規定に関わらず、有効
投票数の３分の２以上の賛成を要する。 

 
第５章  会計 

（経 費） 
第 14 条 本支部の経費は支部活動費県事業費、参加費等

のその他の収入でまかなう。 
（会計年度） 
第 15 条 本支部の会計は毎年４月１日に始まり翌年３月

３１日までとし、県に報告する。 
 

第６章  改廃 
（改 正） 
第 16 条 本規約の改正は、臨時支部総会において決議さ

れ、県技師会へ報告する義務を負う。 
（廃 止） 
第 17 条 本規約の廃止は、県技師会総会の承認を必要と

する。 
 

附 則 
１ 本規約にない事項は、一般社団法人長野県診療放射線

技師会定款ならび諸規程に準ずるものとする。 
２ 本規約は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
106 条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から
施行する。 

 
 
 
 

東信支部規約 
第１章 総則 

（名称） 
第１条	 この支部は一般社団法人長野県診療放射線技師

会東信支部（以下「本支部」という。）という。 
（目的） 
第2条 本支部は一般社団法人長野県診療放射線技師会（以

下「県技師会」という。）の事業執行を補佐し、
定款に定める事業が効率的に実施されることを目
的とする。 

（事業） 
第 3条 県技師会が企画立案する事業のほか、定款に定め

る目的を達成するために本支部独自の事業を展開
することができる。 

（支部事務局） 
第 4 条 本支部の事務処理を行うために支部事務局を置く。 
 

第２章 支部会員 
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（支部会員） 
第 5 条 本支部に登録されている県技師会の正会員を支部

会員という。 
２ 県技師会の賛助会員は、支部会員に準じるもの

とする。 
 

第３章 支部役員 
（支部役員） 
第 6条 本支部に次の役員をおく。 

支部長      １名 
副支部長     ２名 
事務局      １名 
学術部  ２名 
厚生部  ２名 
啓発部  若干名 
編集部  若干名 
女性部  若干名 
会計  １名 
会計監査   ２名 

  ２ 支部長は県技師会の支部理事を兼任する。 
３ その他必要な委員は、支部長が任命する。 

  ４ その他に相談役、顧問をおくことができる。 
（支部役員の選任） 
第 7条 前条第１項の支部役員は、支部総会において選出

する。ただし、会計及び事務局は支部長が任命す
る。 

  ２ 支部役員候補者は、支部会員であることを要する。
ただし、支部長候補者は、県技師会の役員選出
規程の規定に従うものとする。 

（任期） 
第８条 支部役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げ

ない。 
  ２ 支部役員が任期途中に他の支部に異動になった場

合は、当該支部と県技師会との協議により任期終
了時まで在任することができる。 

  ３ 支部役員に欠員が生じた時は、支部長は支部役員
の同意を得て交代役員を指名することができる。
ただし、任期は前任者の残任期間とする。 

（支部役員の業務） 
第９条 支部役員は以下の業務を行う。 

（１）支部長は支部を代表し、支部を統括すると
共に事業の執行にあたる。 

（２）副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故
あるときはその職務を代行する。 

（３）他の役員は事業の企画・立案および実務を
担当する。  

（４）会計監査は、会計財務を監査する。 
 

第４章 支部会議 
（会議の種類） 
第 10条 会議は支部総会及び支部役員会の２種とする。 

２ 会議は支部長が召集するものとする。 
３ 支部総会は通常支部総会と臨時支部総会に分け、

通常支部総会は毎年１回開催し、臨時支部総会
及び支部役員会は随時必要なときに開催する。 

４ 臨時支部総会は、会員の３分の１以上の要求が
あって、支部役員会が必要と認めた時は、支部
長は臨時支部総会を召集しなければならない。 

（会議の構成） 
第 11条 会議の構成は以下のとおりとする。 

（１） 支部総会は支部会員をもって構成する。 
（２） 支部役員会は支部役員をもって構成す
る。 

（会議の議長） 
第 12条 会議の議長は、支部長がそれにあたる。 
（会議の成立と議決） 
第13条 会議は、その会議を構成する支部会員または支部役

員の２分の１以上（委任状を含む）の出席を要し、
議決及び承認はその有効投票数の過半数をもって決
する。ただし、可否同数のときは議長が決める。 

   ２ 規約改正の議決は前項の規定に関わらず、有効
投票数の３分の２以上の賛成を要する。 

 
第５章 会計 

（経費） 
第 14 条 本支部の経費は支部活動費、参加費等のその他

の収入でまかなう。 
（会計年度） 
第 15 条 本支部の会計は毎年４月１日に始まり翌年３月

31日までとする。 
 

第６章 改廃 
（改正） 
第 16 条 本規約の改正は、支部総会において決議され、

県技師会へ報告する義務を負う。 
（廃止） 
第 17 条 本規約の廃止は、県技師会総会の承認を必要と

する。 
 

附 則 
１ 本規約にない事項は、一般社団法人長野県診療放射線

技師会定款ならび諸規程に準ずるものとする。 
２ 本規約は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
106 条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から
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施行する。 
 

 
 

南信支部規約 
第１章 総則 

（名称） 
第１条	 この支部は一般社団法人長野県診療放射線技師

会南信支部（以下「本支部」という。）という。 
（目的） 
第２条	 本支部は一般社団法人長野県診療放射線技師会

（以下「県技師会」という。）の事業執行を補佐
し、定款に定める事業が効率的に実施されるこ
とを目的とする。 

（事業） 
第３条	 県技師会が企画立案する事業のほか、定款に定

める目的を達成するために本支部独自の事業を
展開することができる。 

（支部事務局） 
第４条	 本支部の事務処理を行うために支部事務局を置

く。 
 
第２章 支部会員 

（支部会員） 
第５条 本支部に登録されている県技師会の正会員を支部
会員という。 

２ 県技師会の賛助会員は、支部会員に準じるもの
とする。 

 
第３章 支部役員 

（支部役員） 
第６条 本支部に次の役員をおく。 

支部長  １名 
副支部長  ２名 
支部学術委員  ２名 
啓発普及委員  １名 
組織調査委員  １名 
指導者養成委員 １名 
会計  １名 
総務  １名 
会計監査  １名 

２ 支部長は県技師会の支部理事を兼任する。 
（支部役員の任命） 

第７条 前条の支部長は、前支部長が任命する。 
 ２ 前条の支部役員(支部長除く)は、支部長が任命

する。 
３ 支部役員候補者は、支部会員であることを要する。

ただし、支部長候補者は、県技師会の役員選出

規程の規定に従うものとする。 
（任期） 
第８条 支部役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げ

ない。 
  ２ 支部役員が任期途中に他の支部に異動になった場

合は、当該支部と県技師会との協議により任期
終了時まで在任することができる。 

  ３ 支部役員に欠員が生じた時は、支部長は支部役員
の同意を得て交代役員を指名することができる。
ただし、任期は前任者の残任期間とする。 

（支部役員の業務） 
第９条 支部役員は以下の業務を行う。 

（１）支部長は支部を代表し、支部を統括すると共
に事業の執行にあたる。 

（２）副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あ
るときはその職務を代行する。 

（３）啓発普及委員、組織調査委員、指導者養成委
員及び会計は、事業の執行と業務の処理を行
う。 

（４）支部学術委員は、支部学術大会、学習会の企
画、実施をする。 

（５）総務は支部機関紙を編集、発行する。 
（６）会計監査は、支部会計財務を監査する。 
 
第４章 支部会議 

（会議の種類） 
第 10 条 会議は、支部総会及び支部役員会の２種とす

る。 
   ２ 会議は支部長が召集するものとする。 
   ３ 総会は通常支部総会と臨時支部総会に分け、通

常支部総会は毎年１回開催し、臨時支部総会及
び役員会は随時必要なときに開催する。 

   ４ 臨時支部総会は、規約改正のほか、会員承認を
要する事項を審議する。 

   ５ 支部長は、支部会員の 10 分の１以上の要求が
あった場合、又は、支部役員会が必要と認めた
時は、臨時支部総会を召集しなければならな
い。 

（会議の構成） 
第 11条 会議の構成は以下のとおりとする。 

（１）支部総会は支部会員をもって構成する。 
（２）支部役員会は支部役員をもって構成する。 

（会議の議長） 
第 12 条 通常支部総会及び支部役員会の議長は、総務又

は支部長がそれにあたる。ただし、臨時支部総
会の議長は出席した会員の中より選出され、承
認された者がそれにあたる。 

（臨時支部総会及び支部役員会の成立と議決） 
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第 13 条 臨時支部総会及び支部役員会は、その会議を構
成する支部会員または支部役員の２分の１以上
（委任状を含む）の出席を要し、議決はその有
効投票数の過半数をもって決する。ただし、可
否同数のときは議長が決める。 

２ 規約改正の議決は前項の規定に関わらず、有
効投票数の３分の２以上の賛成を要する。 

 
第５章  会計 

（経 費） 
第 14 条 本支部の経費は支部活動費県事業費、参加費等

のその他の収入でまかなう。 
（会計年度） 
第 15 条 本支部の会計は毎年４月１日に始まり翌年３月

31日までとし、県に報告する。 
 

第６章  改廃 
（改 正） 
第 16 条 本規約の改正は、臨時支部総会において決議さ

れ、県技師会へ報告する義務を負う。 
（廃 止） 
第 17 条 本規約の廃止は、県技師会総会の承認を必要と

する。 
 

附則 
１ 本規約にない事項は、一般社団法人長野県診療放射線

技師会定款ならび諸規程に準ずるものとする。 
２ 本規約は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
106 条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から
施行する。 

 
 

中信支部規約 
第１章 総則 

（名称） 
第１条	 この支部は一般社団法人長野県診療放射線技師

会中信支部（以下「本支部」という。）という。 
（目的） 
第２条 本支部は一般社団法人長野県診療放射線技師会

（以下「県技師会」という。）の事業執行を補佐
し、定款に定める事業が効率的に実施されること
を目的とする。 

（事業） 
第３条 県技師会が企画立案する事業のほか、定款に定め

る目的を達成するために本支部独自の事業を展開
することができる。 

（支部事務局） 
第４条 本支部の事務処理を行うために支部事務局を置

く。 
 

第２章 支部会員 
（支部会員） 
第５条 本支部に登録されている県技師会の正会員を支部

会員という。 
２ 支部賛助会員は、県技師会賛助会員に準じるもの

とする。 
 

第３章 支部役員 
（支部役員） 
第６章 本支部に次の役員をおく。 

支部長  １名  
副支部長  １名  
会計  １名（総務を兼任する） 
支部学術委員  若干名  
支部広報委員  若干名  
会計監査員  １名 

２ 支部長は県技師会の支部理事を兼任する。 
（支部役員の任命）  
第７条 前条の支部長は、前支部長が任命する。  
  ２ 前条の支部役員（支部長除く）は、支部長が任命す

る。  
  ３ 支部役員候補者は、支部会員であることを要する。

ただし、支部長候補者は、県技師会の役員選出規
程の規定に従うものとする。 

（任期） 
第８条 支部役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げ

ない。 
  ２ 支部役員が任期途中に他の支部に異動になった場

合は、当該支部と県技師会との協議により任期終
了時まで在任することができる。 

  ３ 支部役員に欠員が生じた時は、支部長は支部役員
の同意を得て交代役員を指名することができる。
ただし、任期は前任者の残任期間とする。 

（支部役員の業務） 
第９条 支部役員は以下の業務を行う。 

（１）支部長は支部を代表し、支部を統括すると共に
事業の執行にあたる。 

（２）副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある
ときはその職務を代行する。 

（３）会計は、事業の執行と業務の処理を行う。 
（４）支部学術担当は、支部学術大会、研究会等の企

画、実施をする。 
（５）支部広報担当は支部機関紙「中信支部報」を編

集、発行する。 
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（６）会計監査員は、支部会計財務を監査する。 
 
第４章 支部会議 

（会議の種類） 
第 10 条 会議は、支部総会及び支部役員会の２種とす

る。 
   ２ 会議は支部長が召集するものとする。 
   ３ 総会は通常支部総会と臨時支部総会に分け、通

常支部総会は毎年１回開催し、臨時支部総会及
び役員会は随時必要なときに開催する。 

   ４ 臨時支部総会は、規約改正のほか、会員承認を
要する事項を審議する。 

   ５ 支部長は、支部会員の 10 分の１以上の要求が
あった場合、又は、支部役員会が必要と認めた
時は、臨時支部総会を召集しなければならな
い。 

（会議の構成） 
第 11条 会議の構成は以下のとおりとする。 

（１）支部総会は支部会員をもって構成する。 
（２）支部役員会は支部役員をもって構成する。 

（会議の議長） 
第 12 条 通常支部総会及び支部役員会の議長は、総務又

は支部長がそれにあたる。ただし、臨時支部総
会の議長は出席した会員の中より選出され、承
認された者がそれにあたる。 

（臨時支部総会及び支部役員会の成立と議決） 
第 13 条 臨時支部総会及び支部役員会は、その会議を構

成する支部会員または支部役員の２分の１以上
（委任状を含む）の出席を要し、議決はその有
効投票数の過半数をもって決する。ただし、可
否同数のときは議長が決める。 

   ２ 規約改正の議決は前項の規定に関わらず、有効
投票数の３分の２以上の賛成を要する。 

 
第５章 会計 

（経 費） 
第 14 条 本支部の経費は支部活動費県事業費、参加費等

のその他の収入でまかなう。 
（会計年度） 
第 15 条 本支部の会計は毎年４月１日に始まり翌年３月

３１日までとし、県に報告する。 
 

第６章 改廃 
（改 正） 
第 16 条 本規約の改正は、臨時支部総会において決議さ

れ、県技師会へ報告する義務を負う。 
（廃 止） 
第 17 条 本規約の廃止は、県技師会総会の承認を必要と

する。 
 

附則 
１ 本規約にない事項は、一般社団法人長野県診療放射線

技師会定款ならび諸規程に準ずるものとする。 
２ 本規約は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
106 条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から
施行する。 

 
 
 

会計事務取扱規程                          
     第１章 総則 
（目 的） 

第１条 この規程は、一般社団法人長野県診療放射線技師
会（以下「本会」という）の財務および会計の取
扱に関する基準を定め、その財政状態を明らかに
し、もって事業の円滑な運営を図ることを目的と
する。 

（適用範囲） 
第２条 本会の会計に関しては、別に定めるものの他この

規程に定めるところによる。 
 

第２章 細則 
（会計責任者） 
第３条 会長は、会計を担当する理事を任命し会計責任者

とする。 
２ 会計責任者は、会計の出納に関し補助者を任命

し行わせることができる。 
（会計の区分） 
第４条 本会の会計は、一般会計と特別会計に区分し執行

する。 
２ 特別会計は、特別の事業を行うために資産を保

有し、運用しなければならない。 
３ 特別会計を開設する場合は、その目的を示し、

運用等に関わる規程を設けなければならない。 
（会計年度） 
第５条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３

月 31日に終わる。 
２ 正味財産の増減が帰属するのは、その事業取引

が発生した日の属する会計年度とする。 
（帳簿及び伝票） 

第６条 帳簿は、次の各号のごとくに主要簿、補助簿およ
び必要に応じその他の補助諸表を備付なければな
らない。 
（１）現金出納簿 
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（２）預金出納簿 
（３）収支予算書の管理に必要な帳簿 
（４）固定資産台帳 
（５）基本財産明細台帳 
（６）会計明細帳 
（７）その他の補助諸表 

２ 伝票は、入金および振替伝票とする。 
（書類の保存期間） 
第７条 前条の帳簿、予算書、伝票および計算書類の保存

期間は 10年とする。 
 （勘定科目） 
第８条 本会の会計は、「新公益法人会計基準」に従い、

別に定める勘定科目で処理しなければならない。 
（予算の作成） 
第９条 会計責任者は、会計年度開始前に事業計画に基づ

き収支予算案を作成し、理事会の議決を経て総会
の承認を得なければならない。 

（予算の流用及び予備費使用） 
第 10 条 予算の執行にあたり大科目間の流用は、理事会

の承認を求めなければならない。 
２ 予備費の使用が必要であるときは、理事会の承

認を得て行わなければならない。 
３ 緊急の場合は、会長の承認により執行できる。

ただし、事後に理事会の承認を得なければなら
ない。 

（継続事業費） 
第 11 条 本会の事業を複数年度にわたり執行する必要が

あるときは、その所要総額および単年度割執行額
を定め、理事会の承認を得て行わなければならな
い。 

（繰越明許費） 
第 12 条 支出予算のうち、その事業実施上特に必要があ

る場合であって当該年度において支出が終わらな
い場合は、予め理事会の承認を得て翌年度に繰延
べて使用することができるものとする。 

（積立金） 
第 13 条 年度決算において余剰金が生じたときは、その

一部について積立金に計上することができる。 
（金銭の範囲） 
第 14 条 この規程において、金銭とは、現金および預金

をいい、現金は通貨小切手その他随時通貨と引替
えることのできる証書をいう。 

２ 前項の預金とは、普通預金、通知預金、定期預
金および金銭信託等をいう。 

（出納方法、証拠書の授受） 
第 15 条 金銭の収納は、伝票および証拠書に基づいて行

うものとし、会長および会計責任者の承認を得る
ものとする。 

２ 金銭の支払いは、会長および会計責任者の承認
を得た伝票および証拠書により行わななければ
ならない。 

３ 預金証書等は、金庫に保管又は金融機関に保管
預託しなければならない。 

（理事の裁量） 
第 16 条 事業の執行に伴って金銭の出納が生じる場合、

その金額が 3万円以下に限り、理事の裁量によっ
て決済を行う事ができる。ただし、事後において
第 15条の規定を準用するものとする。 

２ 3万円を超える決済については、事前に会長およ
び会計責任者の承認を必要とする。 

３ 事前に理事会において収支予算案が承認された
事業執行については、前項の規定に関わらず決
済を行う事ができる。ただし、事後において第
15条の規定を準用するものとする。 

（金融機関の指定・名義人） 
第 17 条 預金口座を設ける銀行その他の金融機関は、会

長が指定し、理事会に報告するものとする。 
２ 預金の名義人は会長とし、出納に使用する印鑑

は、指定の会計印を使用しなければならない。 
３ 前項の印鑑の保管および押印は、会計責任者が

行うものとする。ただし、印鑑の保管および押
印は、事務局長に委任することができる。 

（借入金） 
第 18 条 決められた短期借入金の限度内で借入れをする

ときは、理事会に諮らなければならない。 
２ 定時総会前において資金の不足を生じる場合は、

最小限度の短期借入れをすることができる。た
だし事後、理事会の承認を得て、当該事業年度
内に返済しなければならない。 

（収入、支出事務兼業の禁止） 
第 19 条 金銭の収納、支出の事務は同一の職員が兼ねて

取扱うことはできない。 
（金銭の残高証合） 
第 20 条 現金残高は、現金出納簿残高と照合しなければ

ならない。 
２ 預金残高は、毎半期ごとに取引銀行の預金残高

証明書又は預金通帳及び預金証書により照合す
るものとし、差額が生じたときは調整表を作成
しなければならない。 

（決算書の作成） 
第 21 条 会計年度が終了したときは、次の各号の財務諸

表を一般会計および特別会計の別に作成しなけれ
ばならない。 
（１）収支計算書      
（２）貸借対照表 
（３）正味財産増減計算書 
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（４）財産目録 
２ 決算書は、会計年度終了の翌月 15 日までに完結

しなければならない。 
３ 会計責任者は、前項の決算書を理事会および総

会に報告し、承認を得なければならない。 
（監査） 
第 22条 会計責任者は、毎年10月および年度決算後の２

回監事の監査を受けなければならない。 
（物品の管理） 
第 23 条 物品とは、消耗品、備品、図書であって１件 10

万円未満のものをいう。 
２ 物品のうち消耗品を除く備品等については、備

品台帳を設け記入整理しなければならない。 
３ 事務局長は、物品の出納、保管を行うとともに

その使用状況について監督を行わなければなら
ない。 

４ 事務局長は、物品のうち必要に応じその一部を
補助者に保管管理させることができる。 

５ 事務局長は、毎年１回以上保管する物品と台帳
を照合しなければならない。 

６ 物品を廃棄しようとするときは、その理由を付
して会長、会計責任者の承認を得て行わなけれ
ばならない。 

（固定資産の定義） 
第 24 条 固定資産とは、耐用年数が１年以上であり、か

つ取得価格が 10万円以上のものをいう。 
（固定資産の取得価格） 
第 25 条 固定資産の取得価格は、固定資産の区分に従い

次の各号によるものとする。 
（１）製作にかかるものは、その制作費及び
附帯費 
（２）購入にかかるものは、その購入価格及
び附帯費 
（３）贈与にかかるものはその公正な評価額 

（固定資産の譲渡及び担保等） 
第 26 条 固定資産の譲渡および担保の設定については、

総会の承認を得なければならない。 
２ 不動産登記を必要とする固定資産は取得後速や

かに登記しなければならない。 
（契約） 
第 27条 契約に関する責任者は会長がこれを行う。 

２ 会長にやむを得ない事情があるときは、会計責
任者が契約者として職務を代理しなければなら
ない。 

（契約方法） 
第 28 条 契約は、一般競争入札とし当契約の目的に従い

最高あるいは最低の価格による入札者と締結しな
ければならない。 

２ 契約が次の各号に該当する場合においては、前
項の規定にかかわらず指名競争入札の方法によ
り契約を締結することができる。 
（１）契約の性質上又は目的により競争に加わ

る者が少数で一般競争入札に付する必要
がないとき 

（２）一般競争入札に付することで不利益が生
じると認められるとき 

（３）前各号に規定するもののほか、事業運営
上必要があるとき 

３ 前項の指名競争入札により契約が締結された場
合、その理由と経緯を理事会に報告しなければ
ならない。 

（随意契約） 
第 29 条 契約が次の各号に該当する場合においては、前

条の規定にかかわらず随意契約の方法により契約
をすることができる。 
（１）契約の性質又は目的が競争を許さないと
き 
（２）緊急を要する場合で競争に付する暇がな
いとき 
（３）競争に付することが不利と認められると
き 
（４）前各号に規定するほか事業運営上必要が
あるとき 

２ 第１項の規定により随意契約をしようとすると
きは、原則として２ヶ所以上から見積書を取ら
なければならない。 

３ 随意契約が締結された場合、その理由と経緯を
理事会に報告しなければならない 

（契約書） 
第 30 条 契約を締結するときは、その履行に関し必要な

事項を記載した契約書を作成しなければならない。
ただし、軽微な契約については、契約書の作成を
省略し、これに代える書類をもって処理すること
ができる。 

（委任） 
第 31 条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に

諮り、これを定める。 
（改廃） 
第 32 条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものと

する。 
 

附則 
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律第 106 条第１項に定める
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公益法人の設立の登記の日から施行する。 
 

 

旅費規程 
第１章	  総則 

（目的） 
第１条 この規程は、一般社団法人長野県診療放射線技師会

（ 以下「本会」という。）の役員及び職員等の旅費
に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（旅費の内容） 
第２条 旅費の内容は、交通費及び宿泊料（食糧費を除く。）

とする。 
（旅費の支給） 
第３条 会長は、会務のため本会の役員及び職員（ 以下「役

職員」という。）に出張を命ずることができる。 
２ 役職員が出張したときは、当該役職員に対し旅費

を支給する。 
３ 旅費の金額は、別表第１ に定める額とする。 

（旅費の計算） 
第４条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法によって

算出した金額を上限とし、別に定める方法により計
算する。 

２ 出発地は、役職員が本会に登録した住所地とす
る。 

３ 第２項における登録地は、原則として勤務地とす
る。  

（旅費の請求・精算手続） 
第５条 出張命令を受けた者は、別に定める様式により旅費

を請求するものとする。 
２ 旅費の請求および精算は、当該出張の事業年度内

に完結しなければならない。 
（旅費の分担） 
第６条 旅費の全部又は一部について他から支給される場合

には、この規程により計算された金額との差額を支
給する。 

 
第２章 出張旅費 

（鉄道賃） 
第７条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃（ 以下

「運賃」という。） 、急行料金、座席指定料金及び
グリーン車料金とする。 
（１）運賃は、その乗車に要する料金とする。 
（２）急行料金は、片道50ｋｍ以上の出張の場合

（ただし、特別急行列車が運行する場合は
片道100ｋｍ以上） 

（３）座席指定料金は、片道100ｋｍ以上の出張
の場合 

（４）グリーン車料金は、役員等が片道100ｋｍ
以上の出張の場合 

２ 前項第３号、第４号を支給するには、相当の理由
があると会長が判断した場合にのみ支給される。 

（船賃） 
第８条 船賃の額は、次の各号に規定する運賃、寝台料金、

特別船室料金及び座席指定料金とする。 
（１）運賃は、その乗船に要する料金 
（２）寝台料金は、夜間船舶を利用し出張する場
合 
（３）特別船室料金は、役員が夜間船舶を利用し
て出張する場合 
（４）座席指定料金は、座席指定料金を徴する船
舶により出張する場合 

２ 前項第３号、第４号を支給するには、相当の理由
があると会長が判断した場合にのみ支給される。 

（航空賃） 
第９条 航空賃の額は、その搭乗に要する運賃の額による。

なお、航空機を利用できる地域等については、会長
が別に定める。 

（車賃） 
第10条 出張中に電車、バス、タクシー等の交通機関で、特

に必要と認めたときは、その実費を支給する。 
（宿泊料） 
第11条 宿泊料は、宿泊日数に応じ、所定の料金を支給する。

ただし、食糧費については、個人の負担とする。 
（研修参加旅費） 
第12条 本会が主催または共催する研修会・学術大会等に参

加する場合の旅費は、支給しないものとする。ただ
し、会長が必要と認めた場合はこの限りではない。 

（自家用車による出張） 
第13条 自家用車等を利用して出張した場合には、燃料費及

び修理費の相当額として、別表第１に従い、旅費を
支給する。 

（出張中の事故） 
第14条 出張中に負傷、疾病、天災その他やむを得ない事故

のため、途中で日程以上の滞在をしたときは、その
事実の証明ができるものに限り、その間の宿泊料を
支給することができる。 

２ やむを得ない事故により多額の出費を要し、所定
の旅費をもって支払ができないときは、その事実
の証明ができるものに限り、その実費を支給する
ことができる。 

３ 前第１項、第２項の支給には、会長の決裁を要す
る。 

 
第３章 補則 

（役職員以外の者の出張） 
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第15条 役職員以外の者が、本会の依頼により出張したとき
は、その者の学識、経験、社会的地位等を考慮し、
役職員に準じて旅費を支給することができる。 

（旅費の調整） 
第16条 会長は、この規程に定めるところにより旅費を支給

した場合に、特別の事情又は当該出張の性質上、不
当に出張の実費額を超えた旅費又は通常必要としな
い旅費を支給することとなるときは、その実費を超
える部分又はその必要としない部分の旅費を支給し
ないことができる。 

（補則） 
第17条 この規程に定めるもののほか、旅費に関し必要な事

項は、会長が別に定める。 
（改廃） 
第19条 この規程の改廃は、理事会の決定を経なければなら

ない。 
 

附   則 
この規程は、昭和 59年６月３日より施行する。 
この規程は、平成 24年４月１日より施行する。 
 
別表第 1（第３条関係） 

 
 
 
 

認定講習会基金規程 
（設置） 
第１条 一般社団法人長野県診療放射線技師会（以下、「本

会」という）に認定講習会基金（以下「講習会基
金」という。）を設置する。 

（目的） 

第２条 講習会基金は、本会における各種認定講習会が円
滑に開催できるように運用するものとする。 

（構成） 

第３条 講習会基金は、認定講習会積立資産により構成す
る。 

（管理運用） 

第４条 講習会基金は、原則元本が回収できる見込みが高

く、かつ高い運用益が得られる方法で、固定資産
として管理する。 

（運用益の使途） 

第 5条 運用益は、一般会計に充当する。 

（処分） 

第６条 講習会基金は原則として取り崩せない。 

２ 前項の規定にかかわらず、総会において出席者の過半
数の同意による議決により取り崩すことができ
る。 

（規程の変更） 

第７条 この規程を変更するときは、理事会の承認を得な
ければならない。 

（規程の廃止） 

第８条 この規程の廃止は、総会において出席者の３分の
２以上の賛成によるものとする。 

 
附則 
この規程は、平成 22年３月 28日より施行する。 
 
 
  

事業運用基金規程 
（設置） 
第１条 一般社団法人長野県診療放射線技師会（以下、「本

会」という）に事業運用基金（以下「事業基金」
という。）を設置する。 

（目的） 
第２条 事業基金は、本会における事業活動が円滑に遂行

できるように運用するものとする。 
（構成） 
第３条 事業基金は、運用基金積立資産により構成する。 
（管理運用） 
第４条 事業基金は、原則元本が回収できる見込みが高く、

かつ高い運用益が得られる方法で、固定資産とし
て管理する。 

（運用益の使途） 
第 5条 運用益は、一般会計に充当する。 
（基金からの借り入れ） 
第６条 会費納入の遅延等により活動資金が枯渇し、事業

運営に支障を来す恐れのある場合は、理事会の決
定により事業基金から活動資金として借り入れる
ことができる。ただし、借り入れ期間は当該事業
年度内とする。 

（処分） 
第７条 事業基金は原則として取り崩せない。 

２ 前項の規定にかかわらず、総会において出席者の過
半数の同意による議決により取り崩すことができ
る。 

交通費 宿泊料 

公共交通機関を利用した場合は実費。 
自家用車を使用した場合は、１Km あた
り 30円。 
ただし、同一市町村内の出張は一律 300
円とする。 
なお、10 円未満の端数は切り上げとす
る。 

5,000 円 
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（規程の変更） 
第８条 この規程を変更するときは、理事会の承認を得な

ければならない。 
（規程の廃止） 
第９条 この規程の廃止は、総会において出席者の３分の

２以上の賛成によるものとする。 
 
附則 
この規程は、平成 22年３月 28日より施行する。 
 
 
 

事務所運営基金規程 
（設置） 

第１条 一般社団法人長野県診療放射線技師会（以下、「本
会」という）に事務所運営基金（以下「事務所基
金」という。）を設置する。 

（目的） 

第２条 事務所基金は、本会における事務所運営に係る代
償のために運用するものとする。 

（構成） 

第３条 事務所基金は、事務所設置積立資金と理事会にお
いて基金に繰り入れることを決議した財産により
構成する。 

２ 事務所基金に繰り入れる金額は、会員数に３,000 円を
乗じた額の範囲とし、毎事業年度末の理事会によ
り決定する。 

（管理運用） 

第４条 事務所基金は、原則元本が回収できる見込みが高
く、かつ高い運用益が得られる方法で、固定資産
として管理する。 

（運用益の使途） 

第 5条 運用益は、一般会計に充当する。 

（処分） 

第６条 事務所基金は、事務所運営に係る代償としてのみ、
取り崩す事ができる。ただし、その限度額は１事
業年度につき 200万円とし、理事会の議決を必要
とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、総会において出席者の過半
数の同意による議決により取り崩すことができ
る。 

（規程の変更） 

第７条 この規程を変更するときは、理事会の承認を得な
ければならない。 

（規程の廃止） 

第８条 この規程の廃止は、会員の３分の２以上の賛成に
よるものとする。 

 

附則 
この規程は、平成 22年３月 28日より施行する。 
 
 
 

表彰規程 
第 1章 総則 

（目的） 
第１条 この規程は、一般社団法人長野県診療放射線技師

会（以下、「本会」という）における表彰に関する
事項を定め、会員の診療放射線に対する意識を高
め、もって医療の向上に資することを目的とする。 

 
 第 2章 本会が実施する表彰 
（表彰の種類） 
第２条 本会が実施する表彰は、以下の表彰とする。 
 （１）功労表彰 
 （２）永年勤続表彰 
 （３）感謝状 
 （４）その他の表彰 
（表彰の要件） 
第３条 本会会員の表彰には、以下の要件を要する。但し、

会費完納者に限る。 
  ２ 功労表彰は、以下の要件を要する。 

（１）本会の発展のために功績が抜群であった者又
は顕著な貢献をなした者 

（２）本会の名声を高揚する研究、発明、発見、考
案を行った者 

（３）特に他の模範となる善行があった者 
  ３ 永年勤続表彰、以下の要件を要する。 

（１）15年表彰は、本会会員として 15年在籍した
者 

（２）25年表彰は、前号の表彰を受けた者で 25年
本会会員として在籍した者 

  ４ 感謝状は、本会会員又は会員以外で、本会発展向
上に顕著な貢献があった個人又は団体に対し、贈
呈することができる。 

  ５ 会長が特に必要と認めた場合、当該の会員または
個人および団体を表彰することができる。 

  ６ 他の都道府県放射線技師会より編入した者で、当
該会員より申請があった場合は、編入前の在籍期
間を加算することができる。 

（候補者の選出） 
第４条 前条において第２項に該当する者は、原則として

支部長が推薦し、会長に申請するものとする。 
２ 前条第３項に該当する者は、事務局が管理する会

員名簿に従い、実施するものとする。 
３ 前条第４項、第５項の運用は、理事会において審
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議され、会長が実施する。 
（死亡時の表彰） 
第５条 第２条のいずれかの号に該当し、その年度におい

て表彰の資格の生じた者であって、表彰以前に死
亡した時は遺族に授与することができる。 

（表彰の審査） 
第６条 表彰の審査は理事会において行うものとする。 
（表彰の時期） 
第７条 表彰は通常総会において行うものとする。但し、

特に必要のある場合は、このかぎりではない。 
（表彰の形態） 
第８条 表彰には、表彰状又は賞状および功労賞を授与す

るものとする。 
２ 前項の表彰には、副賞を添えることができる。 

 
第３章 叙勲及び関係団体表彰候補者の推薦 

（候補者の推薦） 
第９条 診療放射線業務に精励し又は業務に関する研究開

発をし、特に公益事業の発展に貢献した者は、叙勲
及び関係団体表彰の候補者として推薦するものと
する。 

（推薦の要件） 
第 10条 病院、診療所その他の施設において診療放射線業

務に精励し、人格的にも高潔な者であって標記表彰
の選考基準に該当し、かつ次の各号に該当する者。 
（１）本会会員として 30年以上在籍していること 
（２）会費完納者であること 

  ２ 在籍期間は、第 3条第 6項の規定を準用する。 
（選考委員会）  
第 11 条 各支部長の推薦する者の内から選考委員会で侯

補者を決定する。 
２ 前項の選考委員会は、次の者によって構成する。 
（１）会長 
（２）副会長 
（３）常務理事 

  ３ 選考委員会の決定事項は理事会へ報告するものと
する。 

 
第 4章 補則 

（改廃） 
第 12条 この規程の改廃は、理事会の決定を経なければな

らない。 
（委任） 
第 13条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮

り、これを定める。 
 
附則 
１．第３条第３項および第６項の規定は社団法人長野県放

射線技師会の表彰規程および叙勲及び関係団体表彰候
補者推薦に関する規程を引き継ぐものとする。 

 
 
 

慶弔規程 
第１条 この規程は、一般社団法人長野県診療放射線技師

会（以下、「本会」という）における会員相互の
親睦及び友愛をはかることを目的とする。 

第２条 この規程の運用については、公正に取りはからわ
なければならない。 

第３条 この規程は、会員の通報に基づき運用されるもの
で、会員相互において情報を知り得たときは速や
かに事務局まで連絡を行うものとする。 

第４条 会員の慶弔については、次のとおりとする。 
（１）結婚        祝電 
（２）本人の死亡     10,000 円と花輪１基 
（３）配偶者死亡       弔電と花輪１基 
（４）父、母、子の死亡    弔電 

第５条 会員に次の事故があった時は見舞金を贈る。 
（１）天災地変その他これに類する災害にあったと

き、状況に応じて 10,000 円以内 
（２）会員が負傷又は疾病により１月以上業務に従

事出来なかったとき、状況に応じて 5,000 円
以内 

第６条 この規程は、会費を完納した者に適用する。 
第７条 この規程の改廃は、理事会の決定を経なければな

らない。 
 
附則 
この規程は、昭和 59年６月３日より施行する。 
  
 
 

放射線学会議運営規程 
第１章	 総則 

（目的） 
第１条 この規程は、一般社団法人長野県診療放射線技師

会（以下、「本会」という）における放射線学会議
の運営に関して定め、定款に定められている診療
放射線学及び診療放射線技術の向上を目指すこと
を目的とする。 

（名称） 
第２条 名称は長野県診療放射線学会議とする。 
（開催） 
第３条 主催者は本会とし、各支部で毎年度 1 回以上開催

する。 
（事業内容） 
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第４条 放射線学会議は、会員のニーズに応え講演、実技
講習、研究発表や一般教養を身につける学習の場
とする。 

  ２ 放射線学会議は、事業年度ごとに事業計画により
テーマを決定し、各支部はそれに則した事業内容を
検討する。 

（運営費） 
第５条 運営費は、支部活動費、受益者負担金その他補助

金とする。 
  ２ 本会は、支部活動費とは別に放射線学会議運営費

として開催支部に 10,000 円を支出する。 
（開催承認） 
第６条 開催にあたっては、日程・プログラムを学術・教

育担当理事に提出し、理事会の承認を得なければ
ならない。 

  ２ 開催後は、内容・参加者名簿を報告する。 
（重複の禁止） 
第７条 開催日にあたっては各支部重なってはならない。 
（改廃） 
第８条 この会則の改廃は、理事会の決定を経なければな

らない。 
 
 
 

助成金等運用規程 
第１章	 総則 

（目的） 
第１条	 この規程は、一般社団法人長野県診療放射線技師

会（以下、「本会」という）における助成金等の
運用に関して定め、本会の事業が活発に展開する
ことを目的とする。 

(対象) 
第２条	 本会が行う助成金等の執行は、本会の目標を達成

するために活動する個人の診療放射線技師また
は診療放射線技師を主体とする団体に限られる。 

(区分) 
第３条	 助成金は以下の通り区分する。助成額は別表１に

基づいて支出する。 
（１）	 研究助成金 

診療放射線技術の研究と発展または診療放射線
の安全確保等を目的に、年間を通じて継続的に活
動する団体を対象とする 

（２）	 学術助成金 
県内の職域団体等が開催する学術集会や県レベ
ルよりも広範囲に亘る関連団体が開催する学術
集会の運営にかかわるもの 

（３）	 学術奨励金 
学術集会等において研究発表や座長を担当した個

人および県より広域に亘る学術集会に参加し、その
成果を本会の活動に還元できる個人 
 
第２章	 助成の決定 

（募集の広報） 
第４条 助成金等の交付対象は、本会のホームページに掲示

して申請者を募集するほか、適切な広報を行い募集
する。 

（申請） 
第５条 助成金等を受けようとするものは、別表２に従って

申請する事を要する。 
（採否の決定） 
第６条 本会は、学術委員会における審査に基づき、助成金

等の交付を受ける者（以下「受給者」という。）を
決定し、理事会に報告する。交付金額は別表１に基
づき決定される。 

  ２ 本会は前項の決定後、遅滞なく受給者に採否の結果
を通知する。 

  ３ 本会は、受給者、事業の要旨について社団のホーム
ページに掲載するほか、適切な広報を行うことがで
きる。 

  ４ 事業年度の予算額を超えて助成金等の支出を行う事
はできない。ただし、理事会の了解を得た場合はこ
の限りではない。 

 
第３章 受給者の責務 

（基本的責務） 
第７条 受給者は、事業の成果達成に努力を払わなければな

らない。 
  ２ 受給者は、助成金を公正かつ適正に経理しなければ

ならない。 
  ３ 受給者は、円滑な事業の実施に支障が生じないよう

本会が指示する届出・報告の提出及び期限を守らな
ければならない。 

（住所の変更等の届出） 
第８条 受給者は、住所、連絡先、所属部署・所属機関に変

更があった場合には、遅滞なく、本会に届出をしな
ければならない。 

（計画の重要な変更又は中止等の承認） 
第９条 受給者は、事業の計画の重要な変更をしようとする

場合、又は事業を中止しようとする場合には、あら
かじめ、その理由、今後予定している措置等を書面
をもって本会に報告し、承認を得なければならな
い。 

  ２ その他、病気、海外出張その他の理由で事業を遂行
できなくなる場合には、その理由、今後予定してい
る措置等を書面をもって本会に報告し、承認を得な
ければならない。 
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（事業の結果報告の期限） 
第10条 受給者は、事業の結果報告を書面をもって理事会に

提出しなければならない。 
（本会による結果の公表） 
第11条 本会は受給者から提出された事業の結果について、

本会のホームページに掲載するほか、その他の適切
な方法をもって公表することができる。 

  ２ 受給者は、事業の結果について、本会のホームペー
ジへの掲載、本会刊行物への掲載、本会が主催する
発表会等での発表に関して、公表用資料作成及び発
表に関する本会の協力要請に、やむを得ない事情が
ない限り、応じなければならない。 

（受給者による結果の公表） 
第12条 受給者が、事業の結果について公表する場合は、本

会から助成金の交付を受けて為したものであること
を明らかにしなければならない。 

  ２ 受給者は、事業の結果を刊行し、又は雑誌等に掲載
した場合には、その刊行物あるいは雑誌等の写しを
本会に届出しなければならない。 

 
第４章 助成の取り消し 

（取消し又は返還要求） 
第13条 会長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると

認めた場合は、理事会において理事現在数の過半数
の議決を得て、助成金の交付決定の取消し、又は返
還（交付金の減額を含む）を求めることができる。
この場合、理事会で議決する前に、当該受給者に弁
明の機会を与えなければならない。 

（１） 応募書類に虚偽の記載をして提出した場合であ
って、取り消し又は返還要求を行うことが相当
と認める場合 

（２） 第８条に規定する計画の重大な変更又は中止の
場合であって、取り消し又は返還要求を行うこ
とが相当と認める場合 

（３） その他本規程に違反する行為のあった場合であ
って、取り消し又は返還要求を行うことが相当
と認める場合 
第５章 雑則   
（規程の改廃） 

第 14条 本規程の改廃は、理事会の議決によって行う。 
（委 任） 
第 15条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮

り、これを定める。 

 
 附 則 
  1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律第106条第１項に定める公益法人の
設立の登記の日から施行する。 

  ２ 学術奨励金の選考基準は以下の通りとする。 
① 施設による出張旅費等の支給がない者を優先
する。 

② 事業年度において同一施設への支給を避け
る。 

③ 過去 5年間に受給実績がない者を優先する。 
 

別表１ 

助成金の対象とその金額 
 

区分 助成対象 助成金限度額 

研究助
成金 

全県を対象とし、理事会
が認定する各種研究会や
学術集会 

６万円/年 

対象が限定的であるが、
理事会が認定する各種研
究会や学術集会 

３万円/年 

その他理事会が必要と認
めた団体 

理事会の決議による 

学術助
成金 

職域団体が開催する学術
大会等 

１団体につき１万円/年 

複数県に亘る放射線関連
団体が開催する学術大会
や講習会等 

１団体につき５万円/回 

全国規模の放射線関連団
体が開催する学術大会や
講習会等 

１団体につき10万円/回 

その他理事会が必要と認
めた団体 

理事会の決議による 

学術奨
励金 

県学術大会優秀演題賞 
５千円/題（２題を限度と
する） 

南関東地域学術大会演題
発表者及び座長 

一人につき１万円 

南関東地域学術大会参加
者 

一人につき５千円（４名
を限度とする） 

全国診療放射線技師学術
大会演題発表者及び座長 

年間予算 20万円のう
ち、開催地までの旅費を
考慮して人数・金額を決
定する 

全国診療放射線技師学術
大会参加者 

その他理事会が必要と認
めた個人 

理事会の決議による 
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別表２ 

 
 

  
 
 

超音波骨密度測定装置運用規程 
第１章	 総則 

（目的） 
第１条 この規程は一般社団法人長野県診療放射線技師会

（以下「本会」という。）が所有する超音波骨密度
測定装置およびその付属品（以下「本装置」という。）
の運用に関し必要な事項を定めることにより、健
康に帰する啓発活動に資することを目的とする 

 
第２章	 管 理 

（管理者） 
第２条 本会理事会は、本装置の適切な運用、管理をする

ため管理者を選任する。 
  ２ 管理者は本会支部理事が担当し、任期は１年とす

る。ただし、再任は妨げない。 
 

第３章	 運 用 
（利用） 
第３条 本装置の利用は、長野県内で開催される健康祭、

病院祭等の公益を目的に使用する場合に限る。 
  ２ 本装置の利用を希望するものには貸出することがで

きる。 
（利用申込） 
第４条 本装置の利用を希望するものは、管理者が別に定め

る方法に従い、予め利用の申し込みを行わなければ
ならない。 

  ２ 前項の申し込みは、長野県内に勤務または居住する
診療放射線技師に限る。 

  ３ 前項以外のものが申し込みを行う場合は、その利
用に対して本会理事会の承認を必要とする。 

（利用の決定） 
第５条 管理者は前条の申し込みに対して別の定めに従い、

本装置の利用を許可又は不許可の決定をし、その
旨を当該申込者に連絡する。 

  ２ 前項の利用許可決を受けた申込者は、利用決定後た
だちに本装置の利用責任者（以下「利用者」という。）
を選任し、管理者に届けるものとする。 

（利用料等） 
第６条 本装置の利用料金は無料とする。 
  ２ 本装置の輸送費用は利用者の負担とする。 
  ３ 本会が展開する啓発事業において本装置の輸送を行

った本会会員には別に定める旅費規程により交通費
を支払うものとする。 

 
第４章	 賠 償 

（賠償） 
第７条 利用者が故意または重大な過失により本装置に損

害を与えた場合はその相当額を賠償しなければな
らない。 

（故障） 
第８条 本装置が故障等により利用できなくなった場合等

は、管理者及び利用者において誠意をもって協議
し、対応策を講じるものとする。ただし、この場
合利用者に損害が発生した場合であっても、本会
はその責を負わない。 

（使用時の事故） 
第９条 本装置の使用時の事故に対しては、利用者がその

責を有し、本会は一切の責を負わない。 
 

第５章	 雑 則 
（規程の改廃） 
第 10 条 本規程の改廃は理事会の議決によるものとす

る。 
（委任） 
第 11 条 この規程の定めるほか必要な事項は理事会に諮

りこれを定める。 
 

区分 
申請
期限 

提出書類 報告事項 備考 

研究
助成
金 

当該
事業
年度
の前
年度
２月
末日 

申請書 
団体の規
約 
（初回申
請時のみ） 
当該年度
の事業計
画 

事業報告書 
講演の要旨
などを本会
発行物に掲
載すること
で事業報告
書に替える
ことができ
る 

必要に応じ
て、本会が
実施する事
業に協力を
要する 

学術
助成
金 

開催
日の
２ヶ
月前 

申請書 
団体の規
約 
（初回申
請時のみ） 
事業計画 

実施報告書   

学術
奨励
金 

開催
日の
２週
間前 

申請書 
参加証の写
し 
参加報告書 

報告事項を
受理しての
支給を原則
とする 
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附 則 
この規程は平成25年４月１日から施行する。 
 
 
 

超音波骨密度測定装置運用細則 
第１章	 総則 

（目的） 
第１条 この細則は、超音波骨密度測定装置運用規程（以

下「規程」という。）に基づき、一般社団法人長野
県診療放射線技師会（以下「本会」という。）の所
有する超音波骨密度測定装置およびその付属品（以
下「本装置」という。）の運用に関し必要な事項を
定めることを目的とする。 

 
第２章	 管理 

（申込） 
第２条 本装置の利用を希望するものは、規程第４条の規

定により、本会ホームページの「骨密度装置レンタ
ル予約」より利用の申し込みを行うものとする。 

  ２ 申し込みを受け付ける期間は利用希望日の 1 年前
から２週間前までとする。 

（利用の決定） 
第３条 規程第２条の規定による管理者（以下同じ。）は

前条の申し込みのあった日から利用希望日の２ヶ
月前までに本装置の利用を決定し、通知しなけれ
ばならない。 

  ２ 本装置の利用日が重複する場合は、下記の順で優
先する。 
（１）本会が主催する事業 
（２）本会の各支部が主催する事業 
（３）本会が協賛する事業 
（４）本会の各支部が協賛する事業 
（５）本会会員より申し込みがある事業 
（６）本会の非会員より申し込みがある事業 

  ３ 本装置の利用希望日の前２ヶ月より、前項の規定に
関わらず申し込み順位の早いものの利用を決定す
る。 

（輸送） 
第４条 本装置の輸送は、本会が指定した方法により行う

ものとする。 
    ２ 本装置の輸送は、管理者と規程第５条第２項の規定

による利用者（以下同じ。）との区間で行う。ただし、
利用日の日程によっては管理者の指示に従い、利用
者間で行う場合がある。 

（消耗品） 
第５条 本装置の消耗品は利用者が用意する。ただし、プリ

ンタインク及びエコーゼリーは本会が用意する。 

 
第３章	 雑 則 

(細則の改廃) 
第６条 本細則の改廃は管理者と事務局の協議により決定

し、理事会に報告するものとする。 
（委任） 
第７条 この細則の定めるほか必要な事項は理事会に諮り

これを定める。 
 
附 則 
この細則は平成25年４月１日から施行する。 
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会	 長 常務理事 経理理事 

   

 
 

会 費 免 除 申 請 書 

 
（一社）長野県診療放射線技師会	 会長殿 
 
長野県診療放射線技師会の会費等納入規程に基づき、下記のとおり会費免除を申請いたします。 
 

免除理由 

①	 出産・育児	 

②	 海外勤務	 

③	 病気療養	 （療養期間	 	 	 	 	 年	 	 	 	 月〜	 	 	 	 	 年	 	 	 	 月	 ）	 

④	 入会 30 年以上（かつ 65 歳以上） 

* 該当する理由に○印を付すこと	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

* ①〜③に該当する場合は、申請事由が確認できる書類を添付するか、 

下段の所属長の証明を受けること 

免除対象年度 平成	 	 	 	 	 年度分 

免除理由発生日 平成	 	 	 年	 	 	 月	 	 	 日 

申 請 者 
（会員番号	 	 	 	 	 	 勤務先	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 

 
   申請日	 平成	 	 	 年	 	 月	 	 日 
 
 
 
上記、免除理由を証明いたします。 
   	 所属長	 	 	 	 役職	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
     氏名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印  



一般社団法人　長野県診療放射線技師会　会長　殿

会員番号

氏　名 印

□氏名改姓

カナ

漢字

□勤務先異動

□自宅変更

□連絡先変更

＊ 個人情報に関する事項は、会員のデータ登録および技師会の会員管理以外には、使用しません。
＊ 該当太枠内の変更項目のみご記入ください。

FAX番号

内線番号

郵便番号

住所

旧氏名

新氏名

旧施設名

新施設名

郵便番号

所在地

年　　　　月　　　　日

届出事項変更届

住所（カナ）

電話番号

連絡先

E-mail

□勤務先 □　自　　宅

部署

電話番号
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学術奨励金 申請書 
年  月  日 

 
 
一般社団法人長野県放射線技師 
      会長 中沢 利隆 殿 
 
私は、下記のとおり学術奨励金を申請いたします。 
 

会 員 番 号  参加者氏名 印 

所 属 機 関 

所属・役職   

住  所   

電 話 番 号  

助 成 対 象 

大 会 名   

場 所  

日 時  

演 題 等   

区 分  

備考 

 
 
 
 
（事務局処理事項） 

受 付 番 号  決定年月日 年 月 日 
承認印 印 

受付年月日 年 月 日 決 定 金 額 円 




